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様式－５（実施要領６条関係）

島根県治山アドプト制度に関する協定書

実施団体と島根県○○所長（以下「所長」という。）は、警戒・避難、施設

点検、環境整備に関する協定を次のとおり交わすものとする。

（目的）

第１条 島根県治山アドプト制度は、島根県が管理する治山施設、地すべり防

止施設及び島根県山地災害危険地区において、実施団体が実施するボランテ

ィアの活動を県及び市町村が支援し、地域の防災意識の向上、警戒避難体制

の充実等を図ることを目的とする。

（対象区域）

第２条 この協定に基づく対象区域は次のとおりとする。

地域名：

場 所：

付属図面のとおり

（実施団体の役割）

第３条 警戒・避難等事業の実施団体は、土地所有者の協力を得て、年間１回

以上の活動を行うものとする

２ 施設点検事業の実施団体は、治山施設が良好な状態であるかを確認するた

め、年間１回以上施設点検を実施するものとする。

３ 環境整備事業の実施団体は、土地所有者の理解の下、安全で快適な環境を

保つため、年間１回以上の活動を行うものとする。

４ 第３項の事業のうち草刈等土地所有者の所有物を移動等させる場合は、施

工等同意書（様式－７）をあらかじめ取得し、活動報告と合わせて提出しな

ければならない。（県及び市町村有林を除く）

５ 環境整備事業の実施団体は、交付金を請求する場合、あらかじめ島根県治

山施設愛護交付金交付要領に基づき、交付申請及び実績報告（交付金要領様

式－１）を行うものとする。
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（所長の役割）

第４条 警戒・避難等事業に係る所長の役割は、次の各号に定めるものとする。

① 山地災害危険地区等を表示した図面を実施団体に提供する。

② 避難経路の策定や避難訓練等実施する場合は、該当市町村長に資料提

供及び指導を求める。

２ 施設点検事業に係る所長の役割は、次の各号に定めるものとする。

① 既存の治山施設を表示した図面を実施団体に提供する。

② 実施団体から活動中の事故等に関し保険の要請があった場合は、保険

への加入費用を負担する。

③ 活動中の安全確保のために必要と認められる場合は、安全帽等を実施

団体へ提供する。

④ 活動に必要な作業用具を提供することができる。

３ 環境整備事業に係る所長の役割は、次の各号に定めるものとする。

① 既存の治山施設及び保安林区域を表示した図面を実施団体に提供す

る。

② 交付金の交付申請があった場合、速やかに完了の確認を行い所定の交

付金を実施団体に交付する。

③ 不燃物等のゴミの処理を該当市町村へ依頼することができる。

（市町村長の役割）

第５条 市町村長は、実施団体の活動について、その他の団体及び活動との調

整を図るとともに、その活動の支援を行う。

２ 警戒・避難等事業で所長より資料提供及び指導を求められた場合は、各種

防災計画等により、実施団体に指導等を行う。

（森林への立ち入り）

第６条 所長は、団体員が森林等に立ち入る際に携帯するための身分証明書（様

式－ 11、12）を団体に発行するものとする。

（作業の安全）

第７条 実施団体は、活動にあたっては法令を守り自己の責任において活動し、

けが等をしないように安全に十分注意するものとする。
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（ゴミや草木の処分）

第８条 実施団体は、該当の市町村の分別方法に従って、回収したゴミ等を適

正に処分するものとする。

２ 不燃物等の粗大ゴミの処理が必要な場合は、該当市町村の協力を得て処分

するものとする。

（活動計画の提出）

第９条 実施団体は、活動を実施しようとするまでに当該年度の活動計画書（様

式－８）を所長に提出するものとする。

（活動実績の報告）

第 10 条 実施団体は、毎年３月末日までに当該年度分の活動報告書（様式－

９）を所長へ報告しなければならない。（環境整備事業を除く）

（事故等の報告）

第 11 条 実施団体は、活動中に事故等が起こったときは直ちに所長に連絡す

るとともに、事故発生報告書（様式－ 10）を所長へ提出するものとする。

２ 事故等の報告を受理した所長は保険加入している場合は速やかに保険会社

に連絡し、事故の処理に万全を期するものとする。

３ 保険加入していない場合及び活動中の第三者との紛議については、所長は

その責任を負わないものとする。

（異常の通報）

第 12 条 実施団体は、治山施設に異常を発見した場合は、所長に通報するも

のとする。

（協定の期間）

第 13 条 この協定の期間は協定締結日の翌日から平成 年 月 日ま

でとする。

（疑義の解決）

第 14 条 この協定について、疑義が生じたときは、実施団体及び所長が協議

して解決するものとする。
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以上、協定の証として本書２通を作成し、各々記名押印し、各自１通を保有

する。

平成 年 月 日

実施団体

団体名

代表者住所

氏名 印

施設管理者 印


